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         議会運営委員会 
 

日 時  平成２８年２月２２日（月） 午前１０時～  

    場 所  第３委員会室  

  

１ 平成２８年３月亀岡市議会定例会について 

 (1)招集告示  ２月２２日（月） 告示第  号 

 (2)開  会  ２月２９日（月） 

 

２ ３月定例会提出議案の概要説明 

(1)概要 …… 別添 

 

３ ３月定例会日程案について 【別紙 NO.1】 

 (1)一般質問通告期限    ２月２９日（月）正午 

 (2)請願書提出期限     ２月２９日（月）午後５時 

 (3)質疑通告期限（当初提案議案分） 

３月９日（水）一般質問終了時 

(4)討論通告（3月 14 日採決分） 

３月１１日（金）常任委員会終了時 

(5)意見書等提出期限    ３月２４日（木）正午 

(6)討論通告（閉会日採決分）３月２５日（金）午後４時 

 

４ 開会日（２月２９日）本会議議事日程について 

(1)議事日程 

諸報告（理事者出席要求） 

  第１ 会議録署名議員指名（齊藤議員、馬場議員） 

第２ 会期決定 

第３ 第１号議案から第５８号議案まで(提案理由説明) ※施政方針演説 

市民憲章唱和 奥村議員（入れる事）  
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５ 一般質問について 

(1)質問時間 

【３月定例会】 

①質問配分時間（答弁時間含まず） 

 ＜先例＞ 

○代表質問 １会派 40 分[一括質問方式] 

○個人質問 １人 20 分会派に割り当て（1人 30 分上限） 

②会派順及び個人質問会派配分時間 

   ・新清流会   （８人）  １６０分 

    ・共産党議員団 （３人）   ６０分  

    ・緑風会    （２人）   ４０分 

・公明党議員団 （２人）   ４０分 

・会派に属さない議員   各 ２０分 

(2)一般質問日程 

    ８日（火）代表質問 

    ９日（水）～１１日(金) 個人質問 

※個人質問者数１６人以下の場合は９日・１０日のみ 

  (3)一般質問通告書 

〇記入について【別紙 NO.２】 

    ※会派内調整（重複等） 

      ○事務局へメール送付 

 (4)会派内質問順序 

   ○２月２６日（金）までに事務局へ連絡 

 

６ ３．１１黙祷について 

○３月１１日（金）午後２時４６分 東日本大震災被災者追悼 

   （委員会開催中の見込み） 

参考（16 人以下の例） 

１日目 ４人（代表） 

２日目 ８人（個人） 

３日目 ８人（個人） 
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７ 予算審査について 

(1)審査体制（案） 

・予算特別委員会 

・設置日  ３月１０日(木)又は１１日（金）一般質問終了後 

    ・委員数     人（11 人） 

    ・委員選出（会派割当て人数）【別紙№３】 

     新清流会 （１１人）      人（６人） 

      共産党議員団（４人）      人（２人） 

      緑風会   （４人）      人（１人） 

公明党議員団（３人）      人（１人） 

会派に属さない議員(２人)   人（１人） 

委員選出届期限 ２月２９日（月）午後 5時  

(2)審査日程等 

・日程（案）【別紙№４】 

    ・審査資料「施策の概要」２月２４日配付予定 

 

８ 後期基本計画審査について 

(1)審査体制（案） 

・       特別委員会 

・設置日  ３月１０日(木)又は１１日（金）一般質問終了後 

    ・委員数     人 

    ・委員選出（会派割当て人数）【別紙№３】 

     新清流会 （１１人）      人（５人） 

      共産党議員団（４人）      人（２人） 

      緑風会   （４人）      人（２人） 

公明党議員団（３人）      人（１人 もしくは ２人） 

会派に属さない議員(２人)   人（１人） 

委員選出届期限 ２月２９日（月）午後 5時  

 (2)審査日程（案） 

・３月１５日（火） 

   ２５日（金）予備日 

＜参考：前回＞  
（名称）  

第４次亀岡市総合計画特別委員会  
（委員構成）14 人  
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９ 陳情・要望について 

(1)軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の

出来る窓口などの設置を求める陳情【別紙№５】 

(2)宇宙船地球号を守る為の陳情・地球社会建設決議陳情書（議長供覧） 

 

１０ 費用弁償について【別紙№６】 

(1)議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

１１ 各審議会委員等の推薦について（推選依頼） 

   ○亀岡市防災会議委員（３名：議長、総務文教委員長、産業建設委員長） 

   ○平成２８年６月１日～２年間 

 

１２ 議会運営委員会の行政視察について 

   ○視察時期 

   ○視察先候補 

 

１３ 亀岡市議会中学生議会（案）について【別紙№７】 

 

１４ 議長の定例記者会見（案）について【別紙№８】 

 

１５ その他 

○議場内撮影許可申請 

○本日の会議予定 

  議運終了後 幹事会 

  14:00～ 会派会議 

  15:00～ ブロック会議（開催の必要があれば） 

ブロック会議終了後 広報広聴会議 

○明日の会議予定 

  10:00～ 総務文教常任委員会 

13:30～ 産業建設常任委員会 



日 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

＜定例会招集告示＞

10:00  議会運営委員会（市長出席） 定例会日程、議事日程、議案概要

13:00  幹事会 予算特別委員・総計特別委員選出、議会費予算

14:00  会派会議 議運・幹事会報告

終了後 ブロック会議、広報広聴会議

10:00　総務文教常任委員会（月例）

13:30　産業建設常任委員会（月例）
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日
29 月 10:00  本会議【定例会開会】

諸報告、署名議員、会期決定、施政方針・提案理由説明

＜一般質問通告期限 12:00＞＜請願提出期限 17:00＞

＜予算特別委員・総計特別委員届出期限 17:00＞

3/1 火

2 水

3 木

4 金
5 土
6 日

13:00  正副議長議案調整（市長出席） 追加議案

14:00  議運事前調整

8 火 10:00 【一般質問（代表）】

10:00 【一般質問（個人）】

　　　 議会運営委員会(市長出席)･幹事会 追加議案概要、3/11,14議事日程

＜質疑通告期限 一般質問終了時＞

10 木 10:00 【一般質問（個人）】

10:00 【一般質問（個人）（予備日）】 提案理由（補正）、質疑・付託、予特・総計特別設置

      予算特別委員会 正副委員長の互選

      総計特別委員会 〃

      ３常任委員会 付託議案（補正予算）審査

＜討論通告期限 委員会終了時＞
12 土
13 日

10:00 ３常任委員会 委員長報告、付託議案審査、視察日程

      議会運営委員会(幹事会)～会派会議 採決・討論順序

      本会議【補正予算採決】 予算特別委員長・総計特別委員長名報告、補正予算採決

　　　３常任委員会 議案審査

15 火 総計特別委員会

16 水 10:00 予算特別委員会① 〔市長～各部長〕説明、予算審査

17 木 10:00 予算特別委員会② 予算審査

18 金 10:00 予算特別委員会③ 予算審査
19 土
20 日 春分の日
21 月 振替休日

22 火 10:00 予算特別委員会④ 予算審査

23 水 10:00 予算特別委員会⑤ 予算審査、重点事項まとめ

10:00 予算特別委員会⑥ 最重点事項質疑答弁〔市長～各部長〕

13:00 会派会議

      予算特別委員会（採決） 討論～採決

＜意見書等提出期限　12:00＞

22 月

23 火

平成２８年３月定例会日程表（案）

7 月

9 水

11 金

14 月

（終了後）予算特別委員会、総計特別委員
会事前調整

24 木

常任委員長会議



日 曜日 会 議 等 会 議 内 容 等

平成２８年３月定例会日程表（案）

（委員会予備日）

10:00　人事議案調整(市長出席) 人事議案

11:00　議運事前調整

（未定）会派会議 （各委員会報告等）

13:30　幹事会(市長出席)、議会運営委員会 閉会日程、意見書案、討論通告、審議会委員推薦

＜討論通告期限　16:00＞
26 土
27 日

10:00 予算特別委員会、総計特別委員会 委員長報告確認

      ３常任委員会 委員長報告確認

      議運事前調整

      議会運営委員会(幹事会)～会派会議 採決・討論順序、次回定例会日程

ＰＭ  本会議【定例会閉会】 議案（予算含）採決

本会議終了後　広報広聴会議

※予算特別委員会の会議内容欄は過去開催分を参考に記載、変更する場合がある。

28 月

※一般質問が３日間の場合、１０日(木)一般質問終了後、本会議及び特別委員会を開催。

25 金
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平成２８年 月  日 

亀岡市議会議長 ○○○○○○ 様 

 

亀岡市議会議員 ○○○○○○ 

 

平成２８年 月定例会 一般質問通告書 

 

 

会派名：○○○○○○ （代表・個人） 

質問方法（ 一 括 ・ 一問一答 ） 

次のとおり通告します。 

 

 

質問事項 

 

質問要旨 

 

答弁者 

１ ○○○○につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空き家の適正

管理について 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

（１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

（２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

空き家の放置は、近隣の生活環境を阻害し、不審者

の侵入や放火などを誘発する恐れもある。また、災害

時に倒壊する危険や住民の避難活動の妨げにもなりか

ねない。生活環境の保全、災害時の安全確保、犯罪の

未然防止の観点から空き家の適正管理が求められる。 

（１）空き家の調査をどのような頻度で行い、市内に

長期間放置された空き家がどれくらい存在するか

把握しているか。 

（２）管理不十分な空き家は近隣住民にとって危険な

箇所と認識しているか。 

（３）空き家の所有者に対してどのような呼びかけ、

連絡を行っているのか。 

（４）空き家の管理や処分を行う条例を制定する考え

はあるか。 

 

○○ 

○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

所管部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体裁 

・字体：ＭＳゴシック・フォントサイズ 10・全角英数字 

・表のサイズを変えない。 

・ページがまたがる場合は表を分割しない。 

注意点（先例・申合せ１１８） 

・質問は、具体的に記載すること。 

・質問項目は、市政における一般事務の範囲内であること。 

・質問項目は、会派内で重複しないこと。 

記入のしかた 

質問事項の項ごとに

答弁者を記入 
・市長 

・担当副市長 

・病院事業管理者 

・教育委員長 

・教育長 

・所管部長 
・行政委員会の委員長等 

質問の意図が伝わるよう、まず、質問の趣旨・背景（課

題や問題点等）を３～５行以内に要約して簡潔に記入。 

（原稿をそのまま掲載しない。） 

そして、質問内容を(1)(2)…の箇条書き

の質問形で具体的に記入。 

（「～について」は質問とならない。） 

以下、例示 

質問要旨に係る項目を 

項番号（スペース）・ 

「～について」等で記入。
質問の順序は、機構の建制順

（※）を原則とするが、質問

構成の意図による順序立て

も可とする。 

※組織機構の建制順 

政策推進室・企画管理部・生涯学

習部・総務部・環境市民部・健康

福祉部・産業観光部・まちづくり

推進部・会計管理室・上下水道部・

市立病院・教育委員会・選挙管理

委員会・公平委員会・監査委員・

農業委員会等 



会派
年

５人 ２人 ２人 ２人 １人
奥村泰幸
小松康之
小島義秀
明田　昭
堤　松男

田中　豊
並河愛子

平本英久
竹田幸生

山本由美子
冨谷加都子

酒井安紀子

６人 ２人 １人 １人 １人

小川克己
奥野正三
福井英昭
齊藤一義
菱田光紀
石野善司

馬場　
三上　泉

木曽利廣 藤本　弘 湊　泰孝

会派人数 １１人 ４人 ４人 ３人 ２人

委員数 　　人 　　人 　　人 　　人 　　人

委員名

緑風会 公明党議員団

予算特別委員構成＜第１６期＞

新清流会 共産党議員団 緑風会 公明党議員団
会派に

属さない議員
定数

２７年
委員名

１２人

２８年
委員名

１１人

（総合計画）特別委員構成

会派 新清流会 共産党議員団
会派に

属さない議員
定数

　　人



日 予定時刻 項目

10:00～ あいさつ

10:10～
審査
（執行部説明、質疑、委員間討議）

【２】
３月１７日（木）

10:00～ 〃

【３】
３月１８日（金）

10:00～
審査
（執行部説明、質疑、委員間討議）

10:00～
審査
（執行部説明、質疑、委員間討議）

13:00～
審査
（執行部説明、質疑、委員間討議）

15:00～ 委員間討議項目一覧委員配布

15:30～ 現地視察検討・決定

15:45～ 市長質疑項目検討・決定

（現地視察）

10:00～ 現地視察

11:40～ 市長質疑項目確認

（事務整理）

10:00～ 市長質疑

13:00～ 会派会議

14:00～ 討論・採決

・市長質疑項目の執行機関送付は３月２３日(水）15:00の予定　

＜Ｈ２８．３＞予算特別委員会審査日程（案）

【１】
３月１６日（水）

【４】
３月２２日（火）

【６】
３月２４日（木）

【５】
３月２３日（水）



















◎費用弁償条例の一部改正について 

【改正方針（案）】 

（１）会議出席時の費用弁償の規定は、公務のための旅行（第１項）と区別して、第２項

に追加する。また、これまでの議運での検討経過を踏まえ、当該費用弁償を「旅費」

と表記せず、「交通費の実費相当額」とする。ただし、その取り扱いは公務のため

の旅行と同様、旅費の例による。 

（２）職務の範囲は、法に規定のあるもの及び会議規則で定める協議等の場までとする。 

（３）支給額は、第１項と同様に別表によるものとする。ただし、旅費条例に準じたもの

のため、別表中「３７円」を「３７円又は実費額」とする。 

（４）その他支給方法等に関しては、旅費条例を準用する。ただし、第３項の準用規定中、

旅費条例第１８条第２項及び第３項（近距離における日当を支給しない規定）は除

外しない。（公務旅行の場合のみ、この規定を除外させ日当を支給する。） 

（５）施行日：平成２８年４月１日 

【改正案】議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

現行 改正後（案） 

(費用弁償) (費用弁償) 

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行

したときは、費用弁償として旅費を支給する。 
第4条 （略） 

 2 議長、副議長及び議員が招集に応じて本会議、

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は

亀岡市議会会議規則（昭和53年議会規則第1
号）第166条に規定する協議等の場に出席した

ときは、住居から参集場所までの往復の路程に

応じて、費用弁償として交通費の実費相当額を

支給する。 

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表

のとおりとする。 
3 前2項の規定により支給する費用弁償の額

は、別表のとおりとする。 

3 前項に定めるもののほか、旅費については亀

岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡

市条例第14号)中第18条第2項及び第3項の規

定を除き準用する。 

4 前3項に定めるもののほか、費用弁償につい

ては亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37
年亀岡市条例第14号)の規定（第1項の旅費にあ

っては同条例第18条第2項及び第3項を除く。）

を準用する。 

別表（第4条関係） 
区分 交通費 日当 宿泊料（1夜につき） 食卓料 

鉄道賃 船賃 車賃 甲地方 乙地方 
議長・副議

長・議員 
特別職の職員で常勤

の者の例に準じる。 
１キロメートルにつき

37円又は実費額 
円 

2,600 
円 

14,800 
円 

13,300 
円 

2,600 

 



亀岡市議会中学生議会（案）について 

 
 
１ 主催  亀岡市議会 
 
２ 対象  市内の中学生 
 
３ 答弁者 理事者 
 
４ 日時  平成２８年８月 
 
５ 所管  広報広聴会議 



議長の定例記者会見（案）について 

 
 
１ 時期     毎定例会閉会後（概ね閉会の３０分後） 
 
２ 場所     議長室 
 
３ 対象者    市政記者クラブ所属各社記者 
 
４ 内容     定例会を振り返って 
          ・議決の状況 
          ・意見書・決議の内容（提案のある場合） 
          ・議会報告会の日時 
          ・議決責任と説明責任を今後も果たしていく議会の決意 

                        等々 
 
５ 実施時期   平成２８年３月定例会～ 
 
 


